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（１） 補装具費の支給                  [ 身・知・精 ] 

補装具とは、身体の失われた部分や思うように動かすことのできないような障がいの

部分を補って日常生活や就労を容易にするために必要な用具をいいます。補装具費の支

給を受けることができるのは、身体障害者手帳の交付を受けている方に限りますので、

手帳の交付を受けていない方は、まず手帳の交付を受ける必要があります。ただし、介

護保険対象者で、介護保険でサービス提供されるものは対象外です。 

１ 対象者  

＊身体障害者手帳の交付を受けている方 

      ２  申請に必要なもの  

         ①支給申請書 ②身体障害者手帳 ③印鑑 

注）補装具の種類によっては，医師の意見書や宮城県リハビリテーション

支援センターの判定が必要になりますので事前に相談してください。 

      ３ 申請窓口  

         各総合支所 市民課 市民係 

４ 補装具の種類    

  『肢体不自由』……義肢(義手・義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、 

歩行補助つえ、座位保持装置、座位保持いす、起立保持具、

排便補助具、頭部保持具、重度障害者用意思伝達装置 

『視覚障がい』……眼鏡、義眼、盲人安全つえ 

『聴覚障がい』……補聴器 

５ 費用負担  

本人または配偶者の課税状況により、一割を負担していただくことになっ

ています。ただし、世帯の所得に応じた上限月額（１ヵ月あたりの限度額）

があります。生活保護世帯、市町村民税非課税世帯は無料です。 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（２）日常生活用具の給付・貸与              [ 身・知・精 ] 

重度の身体障がい者（児）及び重度の知的障がい者（児）、精神障がい者が自立した生

活を送れるよう便宜を図るため日常生活用具の給付または貸与（所得税非課税世帯に属

する方のみ）を受けられる制度です。 

１ 対象者  

＊身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

の交付を受けている方 

２ 申請に必要なもの  

① 申請書 ②身体障害者手帳または療育手帳、精神障害保健福祉手帳 

③印鑑 

 ※給付条件に当てはまらない場合は医師の要否意見書が必要です。 

      ３ 申請窓口  

          各総合支所 市民課 市民係 

４．補
ほ

装具
そ う ぐ

・日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ
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４ 対象となる用具の種類  

        給付の範囲については用具の種類ごとに、障がい等級や程度により異なります。 

用具の種類ごとに耐用年数が定められており、同じ用具の給付を再度希望する場

合は、耐用年数の期間経過後でなければ給付できません。（ただし、修理不能等

により給付が可能な場合もありますので詳細についてはご相談ください） 

種目 対象の障がい 給付条件 

介
護
・
訓
練
支
援
用
具 

特殊寝台 

下肢または 

体幹機能障がい 

学齢児以上で障がい等級 1・2級 

（訓練用ベッドは 18 歳未満） 訓練用ベッド 

特殊マット 3～18 歳未満：障がい等級 1・2級 

特殊尿器 学齢児以上で常時介護が必要な方 

入浴担架 3 歳以上で障がい等級 1・2級 

体位変換器 学齢児以上で障がい等級 1・2級 

移動用リフト 3 歳以上で障がい等級 1・2級 

訓練用椅子 3 歳以上で障がい等級 1・2級（テーブル付属のもの原則） 

自
立
生
活
支
援
用
具 

入浴補助用具 3 歳以上 

便器 学齢児以上で障がい等級 1・2級 

棒状・T字状つえ 平衡機能また 

下肢若しくは体幹機

能障がい 

学齢児以上 

移動・移乗支援用具 3 歳以上 

頭部保護帽 
平衡機能または下肢

若しくは体幹機能・知

的・精神障がい 

3 歳以上で障がい等級は知的は A，精神は 1級であって 

てんかん発作により頻繁に転倒する人 

特殊便器 上肢障がい 学齢児以上で障がい等級 1・2級か 18 歳未満の知的 A 

火災警報器 身体・知的・ 

精神障がい 

感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯または

これに準ずる世帯 自動消火器 

電磁調理器 
視覚障がい 

18 歳以上で視覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世

帯 

歩行時間延長信号機
用小型送信機 

学齢児以上で障がい等級 1・2級 

聴覚障害者用 
屋内信号装置 

聴覚障がい 
18 歳以上で障がい等級 1・2級で聴覚障がい者のみの世帯ま

たはこれに準ずる世帯 

在
宅
療
養
等
支
援
用
具 

透析液加温器 腎臓機能障がい 3 歳以上で障がい等級 3級以上 

吸入器（ネブライザー） 
呼吸機能障がい等 

学齢以上で障がい等級 3 級以上または同程度と認められる

方 電気式たん吸引器 

酸素ボンベ運搬車 身体障がい 医療保険における在宅酸素療法を行っている方 

視覚障害者用体温計 
（音声式） 視覚障がい 

学齢児以上で障がい等級 1・2級で、視覚障がい者のみの 

世帯またはこれに準ずる世帯（体重計は 18 歳以上） 
視覚障害者用体重計 

動脈血中酸素飽和度
測定器（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ） 

内部疾患障がい者 
医療保険における在宅酸素療法を行っている方や人工呼吸

器を常時必要とする方 

排
泄
支
援
用
具 

蓄便袋 直腸機能障がい 人工肛門造設者 

蓄尿袋 ぼうこう機能障がい 人工ぼうこう造設者 

紙おむつ等 
（洗腸用具や衛生用品） 

身体障がい 

3 歳以上で、先天性の身体機能の障がいまたは治療によって

快復の見込みのないストマ周辺の異常があり紙オムツを必

要とする方 

身体・知的障がい重複 
3 歳未満で脳性麻痺等により四肢麻痺や体幹機能障がいの

ある方 

収尿器 身体障がい 高度の排尿機能障がい 
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情
報
支
援
用
具 

携帯用会話補助装置 
音声若しくは言語機

能障がいまたは肢体

不自由 

発声，発語に著しい障がいがある方 

点字ディスプレイ 
視覚，聴覚障がい複

合 
18 歳以上で障がい等級 1・2級 

点字器 

視覚，聴覚障がい複

合 

学齢児以上で障がい等級 1・2級 

点字タイプライター 

視覚障害者用 
ポータブルレコーダー 
視覚障害者用活字文書
読上げ装置 
視覚障害者用拡大読書
器 
視覚障害者用時計 
（音声式含む） 

18 歳以上で障がい等級 1・2 級かつ、障がい者のみの世帯

またはこれに準ずる世帯 

点字図書 情報の入手を主に点字による方 

聴覚障害者用通信装置 
聴覚，発声・ 

言語機能障がい 

学齢児以上で発声・発語に著しい障がいを有し緊急連絡な

どの手段が必要な方 

聴覚障害者用情報受信
装置 

聴覚障がい 本装置によってテレビの視聴が可能になる方 

人工喉頭 
音声・言語機能障が

い 
喉頭摘出者で、本装置によって発声が可能になる方 

５ 費用負担  

本人または配偶者の課税状況により、一割を負担していただくことになっ

ています。ただし、世帯の所得に応じた上限月額（１ヵ月あたりの限度額）

があります。生活保護世帯、市町村民税非課税世帯は無料です。 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（３）重度身体障害者（児）住宅改修費給付         [ 身・知・精 ] 

重度の身体障がい者の日常生活における段差解消や利便性をはかり住環境を改善し、居

室・トイレ・浴室等の一部を障がいに応じ使いやすく改造する場合、原則１回で 20 万円

を限度に住宅改修費の補助が受けられます。ただし、介護保険認定者は対象となりません。 

１ 対象者   ＊下肢、体幹機能障がいの方（1級～3級） 

＊乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいによる身

体障がい者または学齢児以上の障がい児（3 級以上）の方 

＊特殊便器への取替えについては上肢障がい（1・2級）の方 

２ 申請に必要なもの  

①申請書、②改修工事図面、③改修工事見積書、④改修前の写真、⑤印鑑 

３ 申請窓口  

    各総合支所 市民課 市民係 

４ 改修の範囲  

段差の解消、滑り防止及び移動の円滑等のため床材の変更、引き戸等への取替え、手す

りの取付け、洋式便器等への取替え、その他前記の改修に付帯して必要となる住宅改修 

           ５ 費用負担  

本人または配偶者の課税状況により、一割を負担していただくことになっています。 

ただし、世帯の所得に応じた上限月額（１ヵ月あたりの限度額）があります。生活保護

世帯、市町村民税非課税世帯は無料です。 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 
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（１）介護給付と訓練等給付               [ 身・知・精 ] 

障がい福祉サービスには、介護の支援を受ける「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓

練等給付」があります。詳しくは２０ページをご覧ください。 

介護給付は、サービスに該当する障がい程度区分の認定を受けている必要があります。 

 

１ 申請に必要なもの  

①障がいの内容が確認できるもの（次のいずれか） 

１）各種障害者手帳 

・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者福祉手帳 

２）自立支援医療（精神通院医療）の受給者証 

３）精神障がいによる障害年金受給がわかる書類 

４）精神障がいの内容がわかる診断書 

    ②介護給付費等支給申請書 ③世帯状況・収入等申告書 ④市町村民税同意書  

⑤市町村民税非課税証明書または課税証明書（登米市内に住所がなかった場合） 

⑥収入額を証明するもの（施設等入所者のみ） ⑦印鑑 

    ２ 申請窓口  

各総合支所 市民課 市民係 

３ 費用負担  

      利用者負担は原則として１割ですが、世帯の所得に応じた上限月額（１ヵ月あたり

の限度額）があります。生活保護世帯、市町村民税非課税世帯は無料です。 

      利用者負担の他に、サービスの内容により食事代等の実費負担があります。 

     ５ 手続きから決定まで   

①申請  上記１の書類を添えて申請します。 

②調査  市の調査員が面接調査およびサービス利用意向を聴取します。 

③障がい程度区分の認定  面接結果や主治医の意見書等から、区分認定審査

会による審査を受け、非該当、区分 1～6の障がい程度区

分の認定が行なわれます。（介護給付の申請の場合のみ） 

④支給の決定  障がい程度区分やサービス利用意向をふまえ、サービスの内

容や支給量を決定し、『障害福祉サービス受給者証』を交付しま

す。 

⑤利用契約  利用者と事業者とが契約を結んだ後にサービスを利用します。 

  ◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

５．障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス 
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≪障がい福祉サービスの内容≫ 

 

サービスの種類 サービス内容 

 
 

 
 

 

介 
 

 

護 
 

 

給 
 

 

付 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するため

に必要な支援、外出支援を行います 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、

食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います 

重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行

います 

児童デイサービス 
障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓

練等を行います 

短期入所 
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、

排せつ、食事の介護等を行います 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うと

ともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、

看護、介護及び日常生活の世話を行います 

共同生活介護 

（ケアホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行い

ます 

施設入所支援 
障がい者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介

護等を行います 

訓 
 

 

練 
 

 

等 
 

 

給 
 

 

付 

共同生活援助 

（グループホーム） 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います 

就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行います 

自立訓練 

（機能訓練・ 

生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生
活能力の向上のために必要な訓練を行います 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行います 
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地域生活支援事業とは、障がい者または障がい児が住み慣れた地域で自立した日常生活・社

会生活を営むことができるよう市が独自に実施する事業です。「障がい福祉サービス」と組み

合わせてサービスを利用することができます。 

なお、地域生活支援事業のうち、(1)移動支援事業(2)訪問入浴サービス事業(3)日中一時支

援事業の利用者負担は、各サービスの項目のとおりですが、世帯の所得に応じた上限月額（１

ヶ月あたりの限度額）があります。生活保護世帯、低所得世帯は無料です（利用者負担の他に、

サービスの内容により食事代等の実費負担が生じる場合があります）。 

 

（１）移動支援事業                   [ 身・知・精 ] 

屋外での移動に困難がある障がい者(児)が社会参加等で外出する際にヘルパーを派遣

し、移動の支援を行います。 

      １ 対象者  

          ①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、自

立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている方 

          ②ＡＤＨＤ(注意欠陥多動性障がい)、ＬＤ(学習障がい)、高機能自閉症、 

          高次悩機能障がい等に該当する方で、障がい者等と同等の支援が必要な方 

※重度訪問介護及び行動援護の支給決定を受けている方を除きます。 

      ２ 申請に必要なもの  

          ①申請書 ②世帯状況等申告書 ③現況調書 ④印鑑 

      ３ 申請窓口  

          各総合支所 市民課 市民係 

      ４ 利用者負担  

          身体介護あり･･･30 分あたり 200 円 

          身体介護なし･･･30 分あたり  75 円 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

(２)訪問入浴サービス                  [ 身・知・精 ] 

居宅での入浴が困難な在宅の重度障がい者(児)に対し、訪問入浴車を派遣して入浴等の

介護を提供します。 

      １ 対象者  

          ①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のお持ちの方で、

寝たきり状態にある方 

②上記のいずれかと同等の状況にあり、特に必要と認められた方 

      ２ 申請に必要なもの  

①申請書 ②世帯状況等申告書 ③現況調書 ④誓約書 

         ⑤主治医の入浴可否証明書 ⑥印鑑 

      ３ 申請窓口  

          各総合支所 市民課 市民係 

 

６．地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう
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      ４ 利用者負担および利用回数  

          １回あたり：1,250 円 

          利 用 回 数：週１回（ただし、医師の証明により清潔保持が必要と認めら

れる場合にはこの限りではありません） 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（３）日中一時支援事業                 [ 身・知・精 ] 

障がい者(児)を一時的に預かり、日常的な訓練等を行うとともに、障がい者(児)の家

族に対する就労支援及び介護負担の軽減を図ります。 

      １ 対象者  

          ①身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、自立支援医療

費(精神通院)の支給認定を受けている方 

          ②ＡＤＨＤ(注意欠陥多動性障がい)、ＬＤ(学習障がい)、高機能自閉症、 

           高次悩機能障がい等に該当する方で、障がい者等と同等の支援が必要な方 

      ２ 申請に必要なもの  

① 申請書 ②世帯状況等申告書 ③現況調書 ④印鑑 

      ３ 申請窓口  

          各総合支所 市民課 市民係 

      ４ 利用者負担  

          4 時間未満（0.25 日）･･･184 円 

          4 時間～6時間（0.5 日）･･･368 円 

          6 時間～8時間（0.75 日）･･･552 円 

          8 時間以上（1日）…736 円 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（４）障害者相談支援事業                [ 身・知・精 ] 

障がい者または介護者、障がい児の保護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供

および助言や障がい福祉サービスの利用支援等を行うと共に、権利擁護のために必要な

援助を行います。この事業については利用料はかかりません。 

       １ 対象者   ＊身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 

                   ＊障がい児の保護者、障がい者等の介護を行う方 

       ２ 相談支援事業者   ご希望により選択できます。 

事 業 者 名  住 所 連 絡 先 

社会福祉法人 恵泉会 
地域生活支援センター 

登米市迫町佐沼字中江一丁目 10-4 0220-21-1011 

医療法人財団 姉歯松風会 
地域生活支援センター ポレポレ 

登米市石越町南郷字小谷地前 1-1 0228-35-5055 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（５）コミュニケーション支援事業             [ 身・知・精 ] 

          ①手話通訳相談員設置事業 

       福祉事務所内に手話通訳相談員を置き、聴覚障がい者等の支援を行います。 

利用料はかかりませんのでお気軽にご利用ください。 
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        １ 実施内容  

           ・生活相談、意思疎通の仲介 

           ・各種手話講習会の講師および指導 

・各種大会の手話通訳等 

        ２ 実施日  

           「月曜日」「火曜日」「金曜日」の週 3日 

     ②手話通訳者および要約筆記奉仕員派遣事業 

       聴覚障がい者等で意思の疎通を図ることに支障のある方に、手話通訳者や要約筆

記奉仕員の派遣を行い、障がい者と他者との意思疎通を仲介します。この事業に

ついても利用料はかかりません。 

       １ 対象者  

           ＊聴覚障がい者等で、適当な意思伝達の仲介者がいない方 

２ 申請に必要なもの  

①申請書 ②印鑑 

       ３ 申請窓口  

          各総合支所 市民課 市民係 

③重度障害者(児)入院時コミュニケーション支援事業   [ 身・知・精 ] 

意思疎通が困難な重度障害者(児)が、医療機関に入院する際、医療従事者との意思

疎通が円滑に図れるようホームヘルパーを派遣します。 

１ 対象者  

下記の全てに該当する方 

・市内に住む在宅の方（障害児は小学生以上） 

・重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援の対象者要件に該当する方 

・障害により自らの意思表示が困難な方 

・介護者がいない方又はこれに準ずる方（利用する際に入院先医療機関の主治医

によるヘルパー受け入れ承諾が必要です。主治医が介護者の付き添いを不要と

判断した場合は派遣できません） 

２ 申請に必要なもの  

①申請書 ②利用を希望するヘルパー事業所の派遣承諾書 ③印鑑 

３ 申請窓口  

各総合支所 市民課 市民係 

４ 利用者負担  

利用料は無料です。また派遣の範囲は登米市内の医療機関及び登米市に隣接する

市町村内の医療機関となります（派遣に伴う交通費等を別途負担いただく場合があ

ります）。 

 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 
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（６）日常生活用具給付事業               [ 身・知・精 ] 

重度の障がい者に対し、日常生活用具を給付または貸与します。 

詳しくは 16 ページをご覧ください。 

 

（７）職親制度                     [ 身・知・精 ] 

      知的障がい者や精神障がい者の自立更正のため、職親に預け技能訓練を実施します。  

詳しくは 35 ページをご覧ください。 

 

（８）身体障害者自動車改造費助成事業          [ 身・知・精 ] 

     重度の身体障がい者の方の就労での社会参加を促進するため、自らが所有し運転する 

自動車を運転しやすくするための改造に要する経費の一部を助成します。 

１ 対象者  

＊上肢、下肢または体幹機能の障がい等級(個別等級)が 1 級～3 級の身体障がい者 

         ＊就労等社会参加のために自ら運転する車の一部を改造する必要のある方 

         ＊前年所得が特別障害者手当にかかる所得制限限度額の範囲内であること 

２ 助成額  

経費の 3分の 2の額とし、1,000 円未満の端数は切り捨てとなります。 

          なお、10 万円を超過する場合は、10万円が限度となります。 

３ 申請に必要なもの  

①申請書 ②改造箇所の図面 ③見積書  

④就労計画書および自動車改造計画書 ⑥印鑑 

      ４ 申請窓口  

        各総合支所 市民課 市民係 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

(９)自動車運転免許取得費助成事業             [ 身・知・精 ] 

障がい者に対して自動車の運転免許取得に関する費用の一部を助成することにより、

障がい者の就労等の社会参加の促進を図ります。 

１ 対象者   ＊身体障害者手帳および療育手帳をお持ちの方で、免許取得に

より社会参加が見込まれる方。 

       ２ 対象運転免許  

大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車・牽引自動車の運転免許を取得す

る方に限ります。（限定解除等は除きます。） 

３ 助成額  

免許取得に直接要した費用の 3分の 2以内とし、10 万円が上限です。 

４ 申請に必要なもの  

①申請書 ②身体障害者手帳または療育手帳の写し ③運転適性診断申請

書のある方はその写し（運転免許センターにて診断されたもの）  

④取得済みの自動車運転免許証のある方はその写し 
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       ５ 申請窓口  

        各総合支所 市民課 市民係 

■自動車教習所の入学前に申請手続を行い、免許取得助成の決定後に自動車教習所の入学

手続をし、教習を受けて下さい。なお、自動車教習所入学後の申請については助成対象

外となり受理できませんので、ご注意願います。 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（10）福祉タクシー利用助成事業              [ 身・知・精 ] 

      心身に重度の障がいがある下記の方に対し、タクシー利用料金の一部（利用券）を助

成します。詳しくは 29ページをご覧ください。 

 

（11）在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成          [ 身・知・精 ] 

在宅の呼吸器機能障がい者で、在宅酸素療法を必要とし酸素濃縮器を使用している方

に、酸素濃縮器使用のための電気料金の一部を助成します。詳しくは 9 ページをご覧

ください。 

 

（12）透析患者の通院助成                 [ 身・知・精 ] 

じん臓機能に障がいを有する者が、人工透析を受けるため医療機関への通院に要する

交通費を助成します。詳しくは 8ページをご覧ください。 

 

（13）知的障害者社会参加推進事業             [ 身・知・精 ] 

知的障がい者が地域との交流活動や社会参加を促進するために、レクリエーション教

室やボランティア活動を行っています。 

◇詳しくは、登米市手をつなぐ育成会（事務局・登米市社会福祉協議会0220-21-6310）まで

お問い合わせください。 
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（１）障害者の所得税（住民税）の控除          [ 身・知・精 ] 

申告により、所得から控除することにより、課税対象額が低くなります。 

なお、源泉徴収されている方は、勤務先での年末調整により控除することができます。 

    １ 対象者  

①精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある人（全てが特別 

障害者） 

②療育手帳をお持ちの方（Ａ判定の方は特別障害者） 

③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（障がい等級 1級は特別障害者） 

④身体障害者手帳をお持ちの方（1・2級の方は特別障害者） 

⑤戦傷病者手帳の交付を受けている人（特別項症～第 3項症は特別障害者）  

⑥原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の一定の認定を受けている人（すべてが

特別障害者）  

⑦常に就床を要し複雑な介護を要する人 

⑧年齢が 65 歳以上でその障がいの程度が上記の①，②または④に準ずるものと

して市長などの認定を受けている人 

    ２ 控除額  

       ＊障害者控除 

障がい者 1名につき所得税：270,000 円，住民税：260,000 円 

          ※ただし、特別障害者については所得税：400,000 円，住民税：300,000 円 

＊同居の控除対象配偶者・扶養親族が特別障害者の場合の配偶者控除・扶養控除 

控除対象 
控  除  額 

お問い合わせ 
所得税 住民税 

一般（配偶者・扶養親族） 730,000 560,000 （所得税） 
仙台国税局 
電話相談センター 
または佐沼税務署 
0220-22-2501 
 
（住民税） 
登米市役所 
税務課市民税係 
0220-22-2163 

老  人 

扶養親族 

（70 歳以上） 

配偶者 830,000 610,000 

同居老親等（注①） 930,000 680,000 

同居老親等以外 830,000 610,000 

特定扶養親族（注②） 980,000 680,000 

       注①…「同居老親等」とは老人扶養親族のうち居住者またはその配偶者の直系尊属で， 

かつ常に同居している方 

       注②…「特定扶養親族」とは扶養親族のうち年齢が 16 歳以上 23歳未満の方 

 

 

 

７．税
ぜい

の減免
げんめん
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（２）自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免    [ 身・知・精 ] 
    自動車税・軽自動車税及び自動車取得税は次の要件を満たしている場合、申請により減免 

を受けることができます。なお、減免の対象となる障がいについては別表を参照願います。 

１ 該当要件  

①身体障がい者等（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・戦傷病者）本人所有の自

動車を、身体障がい者等本人が運転する場合 

②身体障がい者等本人所有の自動車を、生計を同一にし、同居（同一敷地内の別居を含む）

する方が身体障がい者等の通院等のために運転する場合 

 なお、知的障がい者、精神障がい者及び 18 歳未満の障がい児の場合は、生計を同一にし、

同居（同一敷地内の別居も可）する家族が所有する自動車を、家族が運転する場合も該当

します。 

③障がい者のみの世帯で、障がい者本人所有の自動車を常時介護する方が障がい者の通院等

のために運転する場合 

＊障がい者 1名につき 1台が減免の対象となります 

  ２ 申請窓口  

    ①自 動 車 税：宮城県東部県税事務所 登米地域事務所（旧登米県税事務所） 

    ②軽自動車税：登米市税務課 

    ③自動車取得税：宮城県仙台中央県税事務所扇町出張所 

    ＊①及び②の申請期限については、納期限の 7 日前までとなっております。 

■家族の方又は常時介護する方が運転する場合は、『生計を同一にしている』または、『常時

介護している』 証明書の交付申請を各総合支所市民課市民係で行ってください。 

なお、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、宮城県東部保健福祉事務所登米地域事務

所に証明書の交付申請を行ってください。また、戦傷病者手帳をお持ちの方は、宮城県保

健福祉部社会福祉課に証明書の交付申請を行ってください。 

  ３ 減免額の上限  

      自 動 車 税：年額 45,000 円 

      自動車取得税：課税標準額 250 万円 

＊上限を超える場合には上限との差額を納付していただきます。また、グリーン

化税制の適用を受ける自動車については、上記額が一定ではございませんので

ご注意願います。 

  ４ 自動車税の月割減免  

 いつでも減免申請を受付し、申請の翌月以後の月数に応じ月割相当額を減免

します。月割減免の対象となるのは自動車について納付義務がある場合に限ら

れます。 

 

((別表１))自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免となる障がい者 

 

障がい区分 

障がいの範囲 

身体障害者手帳 戦傷病者手帳 

視覚障がい 1 級～4級 

特別項症～4 項症 聴覚障がい 2 級～3級 

平衡機能障がい 3 級 

上肢不自由 1 級～2級 特別項症～4 項症 

下肢不自由 1 級～6級 

（4級～6級は本人が運転する場合） 

特別項症～6 項症・1～3款症 

（5・6項症、1～3款症は本人が運転する

場合） 

 

体幹機能障がい 1 級～3級及び 5級 

（5級は本人が運転する場合） 
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乳幼児期以前の非進

行性脳病変による運

動機能障がい 

①上肢機能・・・1級～2級 

②移動機能・・・1級～6級 

（4級～6級は本人が運転する場合） 

 

心臓・腎臓・呼吸器・

膀胱または直腸・小

腸・肝臓機能障がい 

 
1 級及び 3級 

 

特別項症～3 項症 

音声・言語機能障が

い 

3 級 特別項症～2 項症 

免疫機能障がい 1 級～3級  

肝臓機能障がい 1 級～3級 特別項症～3 項症 

知的障がい 療育手帳 Ａ判定 

精神障がい 精神障害者保健福祉手帳 1 級 

 

（３）相続税の障害者控除                 [ 身・知・精 ] 

     相続人が 85歳に達するまでの年数 1年につき 6万円（特別障害者のときは 12万円）

が控除されます。ご不明な点は仙台国税局電話相談センターまたは佐沼税務署までお

問い合わせください。 

 

（４）尐額貯蓄の利子の非課税                [ 身・知・精 ] 

身体障害者手帳の交付を受けている方などはマル優（銀行などの預貯金、公社債な

ど）・特別マル優（利付国債など）を一定の手続きを要件に利用することができます。

詳しくは仙台国税局電話相談センターまたは佐沼税務署までお問い合わせください。 

 

（５）個人事業税の非課税                 [ 身・知・精 ] 

視覚に重度の障がい（失明または両眼の視力が 0.06 以下の方）のある方が、あんま・

はりきゅう、その他の医業に類する事業を行なう場合は個人事業税が非課税となりま

す。詳しくは宮城県東部県税事務所（0225-95-1446）までお問い合わせください。 
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（１）福祉タクシー利用料助成              [ 身・知・精 ] 

心身に重度の障がいがある下記の方に対し、タクシー利用料金の一部（利用券）を助

成します。利用券1枚の助成額は乗車1回につき小型タクシーの基本料金となります。 

１ 対象者   ＊身体障害者手帳 1～2級所持者，療育手帳Ａ所持者， 

精神障害者保健福祉手帳 1～2級所持者 

＊身体障がい者 3 級所持者のうち車いすを常用されている方、酸

素濃縮器を常用している方 

上記の方のうち市民税を課せられていない方 

２ 申請に必要なもの  

          ①申請書 ②身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

③印鑑 

３ 申請窓口  

   各総合支所 市民課 市民係 

４ 助成額  

小型タクシーの基本料金額 

５ 利用できるタクシー  

・宮城県乗用旅客自動車協会仙北支部に加盟しているタクシー 

・認可介護福祉タクシー 

・市長が覚書を取り交わしたタクシー会社のタクシー 

■1 ヶ月につき 4枚が交付になります。タクシーの運転手へ助成券を乗車 1回につき 1枚

をお渡しください。乗車料金と基本料金の差額については利用者の方の負担となります。 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（２）タクシー・ハイヤー運賃の割引           [ 身・知・精 ] 

身体障害者手帳または療育手帳所持者は、運転手に手帳を提示してください。等級に

関係なく全員 1割引（介護者の同乗も可）になります。前記の福祉タクシー券との併

用も可能です。割引の適用は、ほぼ全国の地域で行われておりますが、中には割引を

適用していない事業主があるかもしれませんので、乗車時にご確認ください。 

 

（３）民営バス運賃の割引                [ 身・知・精 ] 

身体障がい者の区分 割 引 率 

第 1種身体障害者手帳・ 
療育手帳Ａ所持者 

本人・介護者とも距離に関係なく 5割引 

第 2種身体障害者手帳・ 
精神障害者手帳・療育手帳Ｂ所持者 

本人のみ 5割引になります 

■身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方：高速バスも割引の対象となります。割引にならない

地域もありますので、各バス会社へお問い合わせください。また、定期券については 3割引と

なります。 

８． 交
こ う

 通
つう

 



 30 

（４）市民バスの無料化                 [ 身・知・精 ] 

公共機関や病院等を経由する市民バスが運行しています。身体障害者手帳または療育手

帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は市民バスが運行する全区間の料金が無

料（手帳の提示が必要）になります。なお、介護者については 1 回の乗車について 100

円の料金となります。乗り換えをすると、その都度 100 円を要しますのでご注意ください。 

１ 主な路線と主な停留所  

路 線         経       路 

循環線 ①浅水経由登米②浅水経由佐沼（浅水経由登米の反対回り） 

ミヤコーバス佐沼営業所～～登米市役所～～登米市民病院前～～佐沼高校前～～中田総合支所～

～米谷病院～～登米総合支所 

③米岡経由登米④米岡経由佐沼（米岡経由登米の反対回り） 

ミヤコー佐沼営業所～～登米市民病院～～南方総合支所～～中津山小学校前～～米山総合支所～

～よねやま診療所前～～登米総合支所 

石越線 ミヤコーバス佐沼営業所～～登米市役所～～登米市民病院前～～佐沼高校前～ 

～石森章太郎記念館前～～石越総合支所～～石越駅前～～北辰神社前～～迫桜高校前 

東和線 若草園～～東和総合支所～～錦織～～中田総合支所～～佐沼高校前～～登米市民病院前～ 

～登米市役所～～ミヤコーバス佐沼営業所 

南方線 佐沼高校前～～登米市民病院前～～ミヤコーバス佐沼営業所～～登米市役所～～南方総合支所～

～循環器呼吸器病センター～～瀬峰駅前 

津山線 竹の沢～～津山公民館前～～津山総合支所前～～登米総合支所～～加賀野～～佐沼高校前～ 

～登米市民病院前～～登米市役所～～ミヤコーバス佐沼営業所 

豊里線 豊里総合支所～～豊里病院前～～よねやま診療所前～～米山総合支所～～登米祝祭劇場前～ 

～佐沼高校西門前～～登米市民病院前～～登米市役所～～ミヤコーバス佐沼営業所 

新田線 新田公民館前～～新田駅前～～三方島～～佐沼高校前～～登米市民病院前～～登米市役所～ 

～ミヤコーバス佐沼営業所 

 

■掲載した停留所は一部で上記以外にも停留所は多数あります。時刻表については停留

所に掲載されております。また、登米市ホームページにも掲載していますし、携帯電

話用もあります。 

◇詳しくは企画政策課企画政策係（0220-22-2147）までお問い合わせください。 

 

（５）ＪＲ運賃の割引                   [ 身・知・精 ] 

乗車券販売窓口に手帳を提示し割引乗車券を購入してください。 

種
別 

乗車形態 
割引 

対象者 
年齢 

割引対象乗車券種別 

割引率 普 通 

乗車券 
急行券 回数券 定期券 

第
１
種
障
が
い
者 

本人が単独で 100km を越え

る区間を乗車する場合 
本人 

制限 

なし 
○ × × × 

5 割引 

本人が介護者と 

ともに乗車 

本 人 お よ

び介護者 

12 歳 

以上 
○ ○ ○ ○ 

本人 
12 歳 

未満 

○ ○ ○ × 

介護者 ○ ○ ○ ○ 

第
２
種
障
が
い
者 

本人が単独で 100km を越え

る区間を乗車する場合 
本人 

制限 

なし 
○ × × × 

本人が介護者と 

ともに乗車 
介護者 

12 歳 

未満 
× × × ○ 

 

■詳しくはＪＲ東日本テレフォンセンター（050-2016-1600）へお問い合わせください。 

■私鉄についても同様の割引を行なっておりますが、その取扱いが若干異なりますので、直

接各鉄道会社へお問い合わせください。 
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（６）地下鉄の割引（仙台市交通局）           [ 身・知・精 ] 

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方と同行する介護の方、または精神障害者

保健福祉手帳をお持ちの方は運賃が 5 割引になります。 

また、仙台市営バスについても身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

を提示すると 5割引になります。 

詳しくは仙台市交通局（022-224-5111）までお問い合わせください。 

 

（７）有料高速道路の割引                [ 身・知・精 ] 

身体障がい者が自ら運転する場合や重度の身体障がい者または重度の知的障がい者

が乗車し、その移動のために介護者が運転する自動車で有料道路を利用する場合、割

引が受けられます。（注：重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道

株式会社旅客運賃減額」の第 1種と同じ範囲です） 

１ 対象者  

            ＊自らが運転する場合：身体障害者手帳所持者 

            ＊介護者が運転する場合：第 1種身体障がい者，第 1種知的障がい者 

２ 申請に必要なもの  

①身体障害者手帳または療育手帳 ②運転免許証（障がい者ご本人が運

転される場合のみ） ③車検証 

＊ETC を車載している方は… 

上記のほかに ETC カードと ETC 車載器セットアップ申込書・ETC

車載器セットアップ証明書もご持参ください。 

３ 申請窓口  

              各総合支所 市民課 市民係 

４ 割引の受け方  

         料金を支払う際に証明を受けた身体障害者手帳または療育手帳を提示すると

5割の割引が受けられます。ＥＴＣを利用する場合は、システム上でデータを

確認し割引処理が行なわれます。（有人レーンでの支払時に手帳の確認を受け

ることがありますので有料道路利用の際は手帳を携帯してください。） 

◇詳しくは、福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（８）国内航空運賃の割引                [ 身・知・精 ] 

      12 歳以上の身体障がい者または知的障がい者が単独または介護者とともに旅行する

場合、障害者手帳を提示すると運賃が割引になります。 

１ 対象者  

＊身体障害者手帳（第 1・2 種）所持されている方（第 1 種の場合は同行する

介護者一人まで割引） 

＊療育手帳に「航空割引：本人」と記載されている方 

＊療育手帳に「航空割引：本人，介護者」と記載されている方（この記載があ

る方は同行する介護者一人まで割引） 

■割引率については航空各社により若干異なりますので、利用される航空会社へお問い 

合わせください。 
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（９）船舶運賃の割引                  [ 身・知・精 ] 

身体障がい者が単独または介護者とともに旅行する場合、障害者手帳を提示すると運

賃が割引になります。 

１ 対象者  

＊身体障害者手帳（第 1・2 種）を所持されている方（第 1 種の場合は同行す

る介護者一人まで割引） 

＊療育手帳を所持されている方 

■割引対象者・割引率については船舶各社により若干異なりますので、利用される船舶会 

社へお問い合わせください。 

 

（１０）身体障害者自動車改造費助成事業         [ 身・知・精 ] 

     重度の身体障がい者の方が所有し運転する自動車を運転しやすくするための改造に

要する経費の一部を助成します。詳しくは 23 ページをご覧ください。 

 

 (１１) 自動車運転免許取得費助成事業          [ 身・知・精 ] 

      障がい者に対して自動車の運転免許取得に関する費用の一部を助成します。詳しくは

24 ページをご覧ください。 
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（１）ＮＨＫ放送受信料の減免              [ 身・知・精 ] 

対象者及び内容 

対 

象 

障
が
い 

全額免除 
（障がい者の方を世帯構成員に有する場合） 

半額免除 
（障がい者の方が世帯主で受診契約者の場合） 

身 

体 

身体障害者手帳を所持している方のいる世帯
で、世帯全員が市町村民税非課税 

○視覚・聴覚障がい者 
○身体障害者手帳 
1級・2級 

知 

的 

療育手帳を所持している方のいる世帯で、かつ
世帯全員が市町村民税非課税 

療育手帳Ａ 

精
神 

世帯全員が市町村民税非課税 精神障害者保健福祉手帳1級 

公
的
扶
助
受
給
者 

○生活保護受給者 
○らい予防法の廃止に関する法律に定める援護
を受けている場合 

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住
帰国後の自立の支援に関する法律に規定する
支援給付を受けている場合 

適用外 

戦
傷 

病
者 適用外 戦傷病者手帳特別項症から第1款症 

 ■各各総合支所 市民課 市民係で申請書に必要事項を記入し免除事由の証明を受けてくださ

い。 

◇詳しくは福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（２）郵便料金の割引                   [ 身・知・精 ] 

    ◇点字郵便物、点字用紙および特定録音物等郵便物 

     〔割引〕3ｋｇまで無料 

       ＊点字郵便物は点字のみをあげたものを内容とするものです。 

＊特定録音物等郵便物は盲人用録音または点字用紙を内容とする郵便物で、郵便

事業株式会社が指定する施設から差し出しまたはこれらの施設あてに差し出

されるものに限ります。 

   ◇低料第三種郵便物（予め郵便事業株式会社の承認が必要） 

心身障がい者団体の発行する定期刊行物を内容とし、発行人から差し出されるもの。 

     〔割引〕①月 3 回以上発行の新聞 50ｇまで 8円 

50ｇを超える 50ｇまたはその端数ごとに 3円加算、上限１kg まで 

②その他 50ｇまで 15円 

50ｇを超える 50ｇまたはその端数ごとに 5円加算、上限１kg まで 

９．公共
こうきょう

料金
りょうきん

等
など

の軽減
けいげん
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◇点字ゆうパック、心身障がい者用ゆうメール、聴覚障がい者用ゆうパック 

     〔割引〕30ｋｇまで割引の対象 

・150ｇまで 90 円，250ｇまで 105 円，500ｇまで 145 円，１kg まで 170 円…等 

＊点字ゆうパックは点字のみを掲げた内容とするものです。 

＊心身障がい者用ゆうメールについては身体に重度の障がいのある方または知

的障がいの程度が重い方と一定の図書館との間で発受されるものに限ります。 

＊聴覚障がい者用ゆうパックは聴覚障がい者用ビデオテープを内容とし、聴覚障

がい者と郵便事業株式会社が指定する施設との間で発受されるものに限りま

す。また、ゆうパックの大きさは、長さ・幅・厚さの合計が 1.7ｍ以内、重量

は 3ｋｇ以内です。 

◇詳しくは、お近くの郵便事業株式会社各支店までお問い合わせください。 

 

（３）ＮＴＴ番号案内の料金減免             [ 身・知・精 ] 

身体障害者手帳等所持者のうち次のいずれかの障がいのある方が、番号案内（104 番）

を利用する場合、あらかじめ登録した電話番号と暗証番号を申し出ることで無料にな

ります。 

１ 対象者  

＊身体障害者手帳の視覚障がい 1 級～6 級，肢体不自由（上肢・体幹・脳原

性運動機能障がい）1級・2 級をお持ちの方 

                 ＊療育手帳をお持ちの方 

         ＊精神障害者福祉手帳をお持ちの方 

■聴覚や言語障がいの方にはファックスでの問い合わせもできます。 

◇詳しくはＮＴＴ番号情報株式会社（0120-104-174）までお問い合わせください。 

 

（４）携帯電話基本使用料等の割引             [ 身・知・精 ] 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は携帯電話の基本

使用料などが割引となりますが、割引率について携帯電話各社異なりますので、詳し

くは携帯電話各社へお問い合わせください。 
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（１）障害者しごと相談・支援               [ 身・知・精 ] 

働く意欲がありながら働く場所が得られない方のために、専門の就業支援担当者等に

よる就労に向けての様々な支援や就労先についての情報提供、就職後の職場適応のため

の相談や助言が受けられます。 

１ 障害者就業・生活支援センター「ゆい」 （恵泉会；地域生活支援センター内）  

「働きたい」「働き続けたい」と思っている障がいのある方への支援や障が

いのある方を「雇用したい」と考えている事業所の皆様への雇用支援を行っ

ています。 

0220-21-1011 登米市迫町佐沼字中江 1-10-4 

［巡回相談］ 東部保健福祉事務所登米地域事務所などを会場に月１回巡回相談を

行なっております。予約制となっておりますので、障害者就業・生活

支援センター「ゆい」または福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお

申し込みください。その他随時の相談も直接受け付けます。 

２ ハローワーク迫（公共職業安定所）  

0220-22-8609 登米市迫町佐沼字内町 42-10 

障がいのある方の求職の相談に応じる専門の窓口があります。 

３ 宮城障害者職業センター  

022-257-5601 仙台市宮城野区幸町 4-6-1 

ハローワークが行う職業指導、紹介業務や事業主指導業務と密接に連携し、

就職のための相談から就労後の助言等の一連の業務を行っています。 

 

 

（２）職親制度                     [ 身・知・精 ] 

かなりの作業能力を有しながら雇用が困難な知的障がい者や、作業能力が病気のため

に低下した精神障がい者に、生活指導及び技能習得訓練、環境適応訓練等を行うこと

により雇用へ結びつけ、自立更生および社会復帰の促進を図ることを目的とします。 

      １ 知的障害者職親委託制度  

療育手帳をお持ちの方の就労支援として、職場への定着性を高めるために、

原則として 1年間（3年を限度として延長が可能）、市へ登録している職親の

もとで、生活指導や技能習得訓練が受けられます。 

◇詳しくは福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

２ 精神障害者職親制度  

通院中で病状が安定した精神障がい者が対象で、原則として 1 年間（2 年を

限度として延長が可能）、一般の事業所（協力事業所）に通い、病気のため

に低下した作業能力、対人関係能力、環境に適応する能力などを取り戻すた

めに作業を通して訓練し、病気の再発を防ぐとともに社会復帰を図ります。 

◇詳しくは宮城県東部保健福祉事務所登米地域事務所母子・障害班

（0220-22-6118）までお問い合わせください。 

１０．就労
しゅうろう

支援
し え ん
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（３）宮城障害者職業能力開発校             [ 身・知・精 ] 

身体または知的に障がいのある方に対し、その能力に適応する職種について必要な基

礎技能を習得させ、就業による自立を図るとともに、社会の発展に寄与する技能者を

養成する事を目的としています。 

１ 応募の資格   ＊身体・知的に障がいのある方で、障がいの症状が固定してお

り訓練に支障のない方 

＊職業訓練を通じて職業的自立につながる可能性があると 

認められる方 

     ２ 応募の手続き  

事前にハローワークでの職業相談が必要です。入校願書の用紙はハローワー 

ク・保健福祉事務所にあります。なお、募集期間が年度ごとに限定されてい

ますので、ハローワークまでご確認ください。 

      ３ 科目  

①身体障がい者対象の科 

『普通課程』…OAビジネス科，デジタルデザイン科，情報システム科 

『短期課程』…パソコン実務科，パソコン基礎科（重度視覚障がい者） 

       ②知的障がい者対象の科 

『総合実務科』…手工芸コース，物流ワークコース，販売管理コース 

      ４ 経費  

         入学金、授業料は無料です。但し、入校時の諸経費や寮費は実費です。 

      ５ 所在地  

         仙台市青葉区台原 5丁目 15-1（022-233-3124） 

 

（４）障害者地域活動支援センター              [ 身・知・精 ] 

何らかのハンデキャップを持つ方々が、生活訓練及び作業活動を通して、一人一人が将来

への社会復帰及び社会参加の促進を目指し活動を行っています。 

＊迫障害者地域活動支援センター『ひまわりハウス』……………（0220-22-0222） 

＊登米障害者地域活動支援センター『どんぐりの家』……………（0220-52-2416） 

＊中田障害者地域活動支援センター『ばっけの家』………………（0220-34-4987） 

＊米山障害者地域活動支援センター『ふれあいセンター』………（0220-55-4109） 

＊石越障害者地域活動支援センター『さくらハウス』……………（0228-34-2808） 

           ＊南方障害者地域活動支援センター『つくし共同作業所』………（0220-58-2944） 

◇詳しくは各障害者地域活動支援センターまたは福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わ

せください。 
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（１）家族介護用品支給事業               [ 身・知・精 ] 

在宅で常時紙おむつ等の介護用品を必要とする高齢者等または心身に障がいのある方

の家族は介護用品の支給が受けられます。 

１ 対象者  ＊心身に障がいがあって紙おむつを常時必要とする方の家族介護者 

＊65 歳以上の寝たきりの方及び介護保険法に規定する第 2号被保

険者であって紙おむつを常時必要とする方の家族介護者 

      ２ 申請に必要なもの  

         ①申請書 ②印鑑 

３ 支給対象用品種目   

   紙おむつ、清拭剤、ガーゼ、オムツカバー、尿とりパット、使い捨て手袋、 

防水シーツ、ドライシャンプー、消臭剤、食事用エプロン 

４ 支給額  

住民税課税世帯…月額 2,000 円 

住民税非課税世帯…月額 5,000 円  

非課税世帯であって介護認定（要介護度 4・5）を受けている方は

月額 8,000 円 

      ５  支給期間  

支給期間は申請した月からその年度の年度末までです。支給開始については

申請日が1日から15日までになされた場合はその月からの支給となります。

16 日以降だと翌月からの支給になります。 

◇詳しくは、長寿介護課長寿社会係までお問い合わせください。 

 

（２）福祉用具の貸出                  [ 身・知・精 ] 

登米市社会福祉協議会では在宅介護を受けている高齢者や障がい者等に対し、介護用 

ベッドや車いす等の福祉用具の貸出を行なっています。 

１ 対象者  

＊登米市内に居住する加齢及び心身の障がい、傷病等の理由により福祉用具

を在宅で必要とする方。ただし、介護用ベッド（電動）については、一定

の貸出制限があります。 

       ２ 貸出種目および利用料  

 種 目 
利用料 

（月額） 

 種 目 
利用料 

（月額） 

1 介護用ベット（手動） 100 円 4 車いす 100 円 

2 介護用ベット（電動） 300 円 

(

そ
の
他)

 

歩行器、松葉杖、四点杖、

サイドテーブル 
無料 

3 マットレス 100 円 

◇この他にも貸出している物もありますが、支所ごとに若干異なりますので、詳しくは住所地の

社会福祉協議会各支所または社会福祉協議会本部へお問い合わせください。 

１１．在宅障
ざいたくしょう

がい者
しゃ

のための福祉
ふ く し
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（３）駐車禁止区域の緩和（駐車禁止除外指定車）     [ 身・知・精 ] 

障がいにより通常の歩行が困難な身体障がい者の方や戦傷病者、知的障がい者、精神障

がい者及び紫外線要保護者の方が現に使用又は乗車する自動車に対し、駐車禁止除外指定

車標章を交付し、公安委員会及び警察署長が道路標識又は道路標示により駐車禁止とした

道路において、やむを得ない場合に限り駐車禁止区域の緩和が受けられます。 

ただし、駐停車及び法定の駐車禁止場所については対象外となります。 

 

１ 対象者    

障がい名 身体障害者手帳   戦傷病者手帳 

視覚障がい  1 級～4級の 1  特別項症～第 4項症 

聴覚障がい  2 級～3級  特別項症～第 4項症 

平衡機能障がい  3 級  特別項症～第 4項症 

上肢機能障がい  1 級～2級の 2  特別項症～第 3項症 

下肢機能障がい 1 級～4級  特別項症～第 3項症 

体幹機能障がい  1 級～3級  特別項症～第 4項症 

脳病変運動機能障がい  1 級～2級  

心臓機能障がい  1 級及び 3 級  特別項症～第 3項症 

腎臓機能障がい  1 級及び 3 級  特別項症～第 3項症 

呼吸器機能障がい  1 級及び 3 級  特別項症～第 3項症 

ぼうこう機能障がい 1 級及び 3級  特別項症～第 3項症 

直腸機能障がい  1 級及び 3 級  特別項症～第 3項症 

小腸機能障がい  1 級及び 3 級  特別項症～第 3項症 

免疫機能障がい  1 級～3級  

肝臓機能障がい  1 級～3級  特別項症～第 3項症 

知的障がい  療育手帳 Ａ 

精神障がい者  精神保健福祉手帳 1級 

紫外線要保護者  診断書の写し又はそれに代わる書面 

      

次の方についても交付の対象になりますが、歩行困難の程度を証明する医師意見書が必要です 

平衡機能障がい   5 級 

下肢機能障がい   5～6級 

脳病変運動機能障がい 3 級～4級 

 

■障がい者 1 名につき 1枚駐車禁止除外指定車標章を交付します 

■最寄りの警察署交通課に該当の障害者手帳・運転免許証・車検証（それぞれを 2 部ずつコピ

ーしたものを持参）・印鑑、更に意見書の提出が必要な障がい、等級の方は意見書を持参して

手続きをしてください。 

■最長 3 年の有効で更新が必要となります。詳しくは最寄りの警察署までお問い合わせくださ

い。 
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（４）郵便等よる不在者投票               [ 身・知・精 ] 

郵便等による不在者投票の制度を利用できる方は、身体障害者手帳をお持ちの重度の

障がいがある方で、次の要件を満たす方となります。あらかじめ『郵便等投票証明書』

の交付申請手続きが必要となりますので、早めに選挙管理委員会事務局へお問い合わせ

ください。すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は、選挙期日の 4 日前までに投票用紙

類を請求する手続きが必要となります。 

      １ 対象者   身体障害者手帳の交付を受けている方で、次に該当する方 

＊両下肢、体幹・移動機能の障がい 1級・2級    

＊心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障がい 1 級・3級 

＊免疫・肝臓機能の障がい 1 級～3級 

   ■郵便等による不在者投票における代理記載もできます。上記の条件を満たし、かつ上肢

障がいまたは視覚障がい 1級の方で自ら投票の記載ができない場合には、あらかじめ選

挙管理委員会に届け出た方（選挙権を有する者に限る）の代理記載による投票も可能です 。 

◇詳しくは選挙管理委員会（市役所迫庁舎内0220-22-2198）までお問い合わせください。 

 

（５）盲導犬貸与                     [ 身・知・精 ] 

視覚障がいの方がより快適な歩行を可能にし、自立した生活を送るため盲導犬の貸与

があります。ただし、実際に盲導犬を使用した歩行訓練を 4週間程度受けていただきます。 

１ 対象者   ＊重度の視覚障がい者（身障手帳 1級・2級所持者）で県内に 1年

以上居住する満 18 歳以上の方 

◇詳しくは宮城県保健福祉部障害福祉課社会参加促進班（022-211-2541）までお問い 

合わせください。 

 

（６）広報とめ・社協だより（声版）           [ 身・知・精 ] 

ボランティアグループ『ハートウｴーブ』では視覚障がい者の方に広報とめをＣＤ・

カセットテープに録音し、無料で配布しています。 

 

（７）みやぎ県政だより（点字版、声版）         [ 身・知・精 ] 

県内在住の視覚障がい者の方に毎月発行する県政だよりを点訳や CD・カセットテー

プ録音し、視覚障がい者へ無料で送付しています。詳しくは宮城県視覚障害者福祉協

会（022-257-2022）までお問い合わせください。 

 

（８）点字図書・録音図書                [ 身・知・精 ] 

視覚障害者情報センターでは点字図書・録音テープ・デイジー図書の製作・貸し出し

のほか、点訳、朗読奉仕員の養成などを無料で行っています。（旧:点字図書館） 

＊業務時間：平日 9:00～17：00（土曜、日曜、祝祭日は休館） 

             ただし、第 1・第 3日曜の 9:00～17：00 は開館しています。 

             留守番電話や Eメールでは 24時間受付しています。 

＊所 在 地：仙台市青葉区上杉 6丁目 5－1（022-234-4047） 

            E メール：miyagi-sikaku@nifty.com 
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（９）障害者パソコン利用支援              [ 身・知・精 ] 

「みやぎ障害者ＩＴサポートセンター」では、パソコンの利用に関する相談や出張サ 

ポート、就労に必要なＩＴ知識の習得のための各種講習会を実施しています。 

１ 主な講習会  

＊視覚障がい者向け講習会    ＊聴覚障がい者向け講習会 

＊肢体不自由者向け講習会   ＊知的障がい者向け講習会 

＊精神障がい者向け講習会 

＊訪問講座…外出が困難な重度身体障がい者の方の自宅で、講師が機器持参で 

訪問し、講習を行ないます。 

        ＊その他、就労支援のためのステップアップ講習や携帯電話利活用講習等の随

時企画講習もあります。 

２ 講習会の会場  

『21 世紀プラザ研究センター』 

仙台市泉区高森二丁目 1-40  022-374-3111 FAX022-377-9300 

◇受講人数や実施期間が限られておりますので、くわしくは「みやぎ障害者 IT サポートセ

ンター」（022-374-3111・FAX022-377-9300）へお問い合わせください。 

 

（１０）障害者 110 番                  [ 身・知・精 ] 

障がい者の権利擁護に関する相談や悩みごと、困りごとなどの相談を受付けています。 

          １ 対象者  

県内の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、重症心身障がい児およびそ

の家族 

      ２ 相談窓口  

110 番専用電話：022-296-5053  FAX022-296-5053  

３ 相談の受付時間・対象者  

 

曜日 受付時間 対 象 者 

日曜日 9：00～17：00 精神障がい者 

月曜日 12：00～17：00 精神障がい者 

火曜日   

水曜日 12：00～17：00 身体障がい者 

木曜日 12：00～17：00 身体障がい者 

金曜日 12：00～17：00 知的障がい者、重症心身障がい児・者 

土曜日 12：00～17：00 知的障がい者 

        ＊時間外や火曜日、祝祭日、年末年始は留守電話及びファクシミリで対応 
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（１１）福祉サービス利用援助事業（愛称：まもりーぶ）  [ 身・知・精 ] 

自分に必要な福祉サービスを選んだり、利用するための契約を結んだり、利用料等の

支払いをすることが一人ではできない（自信がない）方のお手伝いをしています。 

      １ 対象者  

       知的障がいや精神障がいのある方、認知症高齢者等 

      ２ サービス内容  

①福祉サービスの利用援助 

・書類や郵便物の確認、福祉サービスに関する相談・助言 

②日常的金銭管理サービス 

 ・預貯金の計画的な払い戻し、公共料金の支払等 

③財産お預かりサービス 

 ・大切な書類の預かり、年金証書や実印、契約書類等 

 

      ３ 利用料金  

料 金 種 別 単   価 

基本料金 １ヵ月/700 円 

サービス料金（＊1） 30 分/500 円 

財産お預かり料金 

(貸金庫利用者のみ) 

１ヵ月/300 円 

サービス提供に係る旅費（＊1） 走行距離に応じる 

＊1 生活保護世帯は全額、市町村民税非課税者は半額免除になる場合があります。 

◇詳しくは登米地域福祉サポートセンター（0220-21-5380）または最寄りの登米市社会福祉

協議会各支所までお問い合わせください。 
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問い合わせ先 所 在 地  電話 ファックス 主な相談内容 

登米市福祉事務所 

生活福祉課 

障害福祉係 

長寿介護課 

 長寿社会係 

子育て支援課 

 児童福祉係 

〒987-0401 

南方町新高石浦 130 

0220 

58-5552 

 

58-5551 

 

58-5562 

0220 

58-2375 

・身体および知的障がい者（児）、 

精神障がい者の福祉サービス

全般 

・難病患者の福祉サービス全般 

・家族介護用品支給等 

・特別児童扶養手当、児童 

扶養手当        ・・・など 

迫総合支所 

市民課 

〒987-0511 

迫町佐沼字中江 2-6-1 

0220 

22-5554 

0220 

22-1921 
《市民係》 

・障害者手帳、療育手帳、 

精神障害者保健福祉手帳 

・障がい福祉サービス 

・難病患者在宅支援 

・日中一時支援 

・外出支援 

・補装具の給付・修理 

・日常生活用具の給付 

・福祉タクシー助成券 

・家族介護用品支給事業 

・更生医療 

・就労相談 

・自動車改造費助成 

・児童扶養手当 

・特別障害者手当 

・障害者基礎年金（国民年金） 

・心身障害者医療費助成 

・後期高齢者医療 

・国民健康保険      ・・・など 

 

《健康づくり係》 

・健康相談、各種相談 

・発達相談        ・・・など 

登米総合支所 

市民課 

〒987-0702 

登米町寺池目子待井 381-1 

0220 

52-5054 

0220 

53-1211 

東和総合支所 

市民課 

〒987-0901 

東和町米川字六反 55-1 

0220 

53-4112 

0220 

53-4100 

中田総合支所 

市民課 

〒987-0602 

中田町上沼字西桜場 18 

0220 

34-2313 

0220 

34-4988 

豊里総合支所 

市民課 

〒987-0362 

豊里町小口前 80 

0225 

76-4113 

0225 

76-0057 

米山総合支所 

市民課 

〒987-0321 

米山町西野字的場 181 

0220 

55-2112 

0220 

55-4077 

石越総合支所 

市民課 

〒989-4703 

石越町南郷字愛宕 81 

0228 

34-2112 

0228 

34-2879 

南方総合支所 

市民課 

〒987-0401 

南方町新高石浦 130 

0220 

58-2111 

0220 

58-2375 

津山総合支所 

市民課 

〒986-0401 

津山町柳津字本町 218 

0225 

68-3113 

0225 

68-2406 

登米市教育委員会 

学校教育課学事係 

〒987-0602 

中田町上沼字西桜場 18 

0220 

34-2679 

0220 

34-2504 
・就学相談 

登米市企画政策課 

企画政策係 

〒987-0511 

迫町佐沼字中江 2-6-1 

0220 

22-2147 

0220 

22-9164 
・市民バスの運行案内  

登米市 

選挙管理委員会 

〒987-0511 

迫町佐沼字中江 2-6-1 

0220 

22-2198 

0220 

22-9164 
・郵便等不在者等投票 

登米市 

国保年金課 

〒987-0401 

南方町新高石浦 130 

0220 

58-2166 

0220 

58-2375 

・特定疾病療養費 

・後期高齢者医療 

・心身障害者医療費助成 

 

１２．障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

機関
き か ん

 

 



 44 

 

問い合わせ先 所 在 地  電話 ファックス 主な相談内容 

宮城県東部保健福
祉事務所 
登米地域事務所 
（登米保健所） 

〒987-0511 
迫町佐沼字西佐沼 150-5 
（登米合同庁舎） 

0220 
22-6118 

0220 
22-9242 

・子ども療育相談 
・発達相談 
・育成医療の相談 
・精神障害者職親制度 
・特定疾患相談 
・エイズの相談      ・・・など 

宮城県 
東部児童相談所 

〒986-0812 
石巻市東中里 1-4-32 
（石巻合同庁舎） 

0225 
95-1411 

0225 
23-3473 

・18 歳未満の療育手帳の巡回相
談や判定 
（市長村窓口での要予約） 
・子どもの心身障がい、養護、育成

相談 

宮城県 
保健福祉部 
障害福祉課 

〒980-8570 
仙台市青葉区本町 3-8-1 
（県庁） 

022 
211-2541 

022 
211-2597 

・補助犬（盲導犬、介助犬、聴導
犬）に関する相談    ・・・など 

宮城県 
精神保健福祉 
センター 

〒989-6117 
大崎市古川旭 5-7-20 

0229 
23-0021 

0229 
23-0338 

・こころの健康相談 
・精神科診察 
・精神科デイケア、地域生活技術支援 
・精神保健福祉手帳相談交付 
・自立支援医療（精神）の判定 

宮城県 
リハビリテーション 
支援センター 

〒980-0014 
仙台市若林区南小泉 4-3-1 

022 
286-3222 

022 
286-4389 

・身体障がい者の相談・判定 
・身体障害者手帳の判定交付 
・知的障がい者の相談判定 
・更生医療の判定 
・療育手帳の発行 
・18歳以上の療育手帳の相談 
（市町村窓口での要予約） 

・補装具の交付修理の専門技術的
な判定 

・高次脳機能障がい者支援 

宮城県発達障害者 
支援センター 
「えくぼ」 

〒981-3213 
仙台市泉区南中山 5-2-1 
（啓佑学園内） 

022 
376-5306 

022 
379-5010 

・自閉症やアスペルガー症候群
など発達障がいを有している
方、及び家族の相談 

登米市社会 
福祉協議会本部 

〒987-0513 
迫町北方字大洞 45-3 

0220 
21-6310 

0220 
21-6320 

・日常的金銭管理サービス 
・福祉サービス利用援助 
・生活福祉資金貸付など 
・福祉用具の貸し出し 

 
なお、上記のほか支所単位で独
自に行なっているサービスもあり
ます。 
詳しくは本部までお問い合わせく
ださい。 

迫支所 
〒987-0513 
迫町北方字大洞 45-3 

0220 
22-3537 

0220 
22-2966 

登米支所 
〒987-0702 
登米町寺池金谷 12-1 

0220 
52-4889 

0220 
52-4889 

東和支所 
〒028-0901 
東和町米川字六反 55-1 

0220 
45-2139 

0220 
53-4555 

中田支所 
〒987-0602 
中田町上沼字西桜場 18 

0220 
34-2030 

0220 
34-2526 

豊里支所 
〒987-0361 
豊里町新田町 50-2 

0225 
79-1135 

0225 
79-1136 

米山支所 
〒987-0321 
米山町西野字古舘廻 8 

0220 
55-2644 

0220 
55-5612 

石越支所 
〒989-4703 
石越町南郷字新石沢前 47-4 

0228 
34-2501 

0228 
34-3970 

南方支所 
〒987-0401 
南方町新高石浦 130 

0220 
58-5303 

0220 
58-5304 

津山支所 
〒986-0401 
津山町柳津字黄牛田高畑 36-5 

0225 
68-2161 

0225 
68-2180 



 45 

 

問い合わせ先 所 在 地  電話 ファックス 主な相談内容 

（福）恵泉会 

地域生活支援 

センター 

〒987-0511 

迫町佐沼字中江 1-10-4 

0220 

21-1011 

0220 

21-1012 

・障がい者の就労支援 

・相談支援事業 

・日中一時支援 

・障がい者（児）の療育相談 

・グループホーム入居者支援 

・知的障がい者生活支援 など 

（医）姉歯松風会 

地域生活支援 

センター ポレポレ 

〒989-4703 

石越町南郷字小谷地前 1-1 

0228 
35-5055 

0228 

35-5066 

・障がい者の相談支援事業 

・グループホーム入居者支援など 

古川年金事務所 
〒989-6195 

大崎市古川駅南 2-4-2 

0229 

23-1200 

0229 

23-2729 

・障害厚生年金 

・障害手当金 

宮城県視覚障害者 

情報センター 

〒980-0011 

仙台市青葉区上杉 6-5-1 

022 

234-4047 

022 

219-1642 

・点字図書、録音テープ、 

デイジー図書の作成貸し出し 

佐沼税務署 
〒987-0511 

迫町佐沼字沼向 109 

0220-22-2501 

★一般的相談⇒電話相

談センターが担当 

★面接相談⇒要予約 

・所得税の控除 

登米市 

税務課市民税係 

〒987-0511 

迫町佐沼字中江 2-6-1 

0220 

22-2163 

0220 

22-0239 

・市民税の控除、 

軽自動車税の減免 

東部県税事務所 

登米地域事務所 

〒987-0511 

迫町佐沼字西佐沼 150-5 

（登米合同庁舎） 

0220 

22-6111 

0220 

22-8162 
・自動車税減免 

宮城障害者 

職業センター 

〒983-0836 

仙台市宮城野区幸町 

4-6-1 

022 

257-5601 

022 

257-5675 

・就労相談 など 

ハローワーク迫 

（公共職業安定所） 

〒987-0511 

迫町佐沼字内町 42-10 

0220 

22-8609 

0220 

22-9579 

宮城障害者 

職業能力開発校 

〒981-0911 

宮城県仙台市青葉区台原 

5-15-1 

022 

233-3124 

022 

233-3125 
・職業訓練 

宮城県 

ろうあ協会 

〒983-0836 

仙台市宮城野区幸町 

4-6-2 

022 

293-5531 

022 

293-5532 

・聴覚障がい者の生活、健康、 

就労相談 

・手話の学習方法など 

NASVA  

独立行政法人 自動

車事故対策機構  

仙台主管支所 

〒984-0015 

仙台市若林区卸町 5-8-3 

宮城県トラック会館 2F 

022 

204-9902 

022 

782-1825 

・後遺障がい者への介護料支給

制度 

佐沼警察署 
〒987-0511 

迫町佐沼字中江 5-11-5 

0220 

22-2121 

0220 

22-2121 

・駐車禁止除外指定者の申請 

登米警察署 
〒987-0702 

登米町寺池目子待井 265 

0220 

52-2121 

0220 

52-2121 

 

 


